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第４節 施設等利用給付の円滑な実施の確保について 

幼児教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることから、子 

育てや教育にかかる費用負担の軽減を図るため、消費税率の引上げに伴う税源を活

用して令和元年１０月 1日から幼児教育・保育の無償化が開始されました。 

これに伴い、これまで子ども・子育て支援新制度による子どものための教育・保 

育の対象外であった幼稚園、認可外保育施設等の施設や、預かり保育事業、一時預

かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業といった子育て支援事業も、そ

の利用料が無償化の対象となりました。 

市町村は、前述の施設・事業を無償化対象の子ども（３歳から５歳までの子ども 

及び０歳から２歳までの子どもであって非課税世帯、保育の必要性がある子ども）

が利用した際に要する費用の給付（施設等利用給付）を適正に行うために無償化対

象施設等を確認・公示します。また、必要に応じて施設等から報告を求める等によ

り、適切な運営について確認・指導します。 

県は、市町村の確認、公示、指導等の法に基づく事務の執行や権限の行使に際し、 

施設等の所在、運営状況、監査状況等の情報共有、立入調査への同行、関係法令に

基づく是正指導を行うなど、連携を図ります。 

 


